
●

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

目
次第

四
章
罰

第
三
章
雑
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

附 第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

則 第
一
節
通

第
一
章
総

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

則
則

（
第
十
九
条
）

則
（
第
三
条
）

I
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1

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
第
百
三
条
に

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
．

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

す
る
。

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、

１

１

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造

（
定
義
）

的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に

も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

お
け
る
修

2－■■



第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
。

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

3‐1■■



今

第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
『
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

4－ｰ
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一’ う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

る
こ
と
。

価
ｖ
閂
ヨ
フ
ム
］
冊
Ｕ
Ｌ
Ｗ
ｒ
叫
芹
川
酔
血
耶
同

９
易
直
哉
八
・
財

乗
一
曠
策
一
日

図
署

９
勇
○
＆
に
（
ｕ
『
く
守
訴
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31第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

三’ 二’慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

■
ｑ

文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

く
く

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

ヌ
．
房
巴 罪

０
寸
予

】
も
〃
画
９
．
《
哩
皿
四
床
二
塁
和
子
‐
蜀
季
甲
田
【
Ｈ
Ｈ
山
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

１

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

＜
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第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
．

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
．
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
国
の
負
担
）

県
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第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す
る
金
額
を
徴
収

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
報
告
等
）
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第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

し
、
期
限
を
定
め
て
、

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
、
命
令
等
）兎

の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
ロ
に
隅

刺
ヅ
ロ
コ
‐
’
二〃

莞
戸

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

垂
沁
浄
ル
ス
》
幅
翫
△
ロ
ヱ
Ｌ
ゆ

1
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第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
・
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

＜

が
、
同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
。

で
き
る
。

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
の
取
消
し
）
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V21第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

一
ハ七

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
確
認
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

’

’

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
．

前
三
年
以
内
に
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

、

－ 12‐



第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
一
一
条
第
二
項
に
規
定

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
。

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

資
金
」
と
す
る
。

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
『
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則
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第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

と
が
で
き
る
。

１

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

＜

（
検
討
）

（
施
行
前
の
準
備
）

（
施
行
期
日
）

附

則

部

‐ 15－



第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

助
す
る
費
用

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
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第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

」
に
改
め
る
。

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
．

ｌ

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
一
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

４
４
１
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

-17-



第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

１

１

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
基
金
」
と

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

」
と
い
う
。

）
に
つ
い
ま
、
て
Ｉ

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
。

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

耳

は
、

旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

‐ 18‐



第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

よ
う
に
改
正
す
る
。

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）

く

に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費

- 19-



第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

‐20‐



第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
』
の
下
に
「
及
び

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

行
う
。

ｌ

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
一
一
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に

－21－



◆

第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
．

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

9
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､

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

Ｉ

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由

23－■■，



○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
．
：
．
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
・
・
・
・
：
．
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．
・
・
・
・
・
・
５

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
：
．
・
・
・
・
・
・
・
：
．
：
。
：
．
・
・
・
．
．
・
・
・
７

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
新
旧
対
照
表

目
次

０

●
●
●
●
■
己
■
１
４



寺

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

2

す
る
。
．

、

頤
に
頬
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
願
に
お
い
て
一
碓
瀧
大
学
等
」
ル

い
う
。
）
に
在
学
す
る
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
壁

に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
ｒ

従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難

が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同

法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当

該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
存

‐
〃
Ｕ
品
烈
Ⅲ
｜
ノ
’
１
《
〃
四
三
一
‐
属
Ｆ

一
、
国
税
徴
収
の
例す

る
金
鞭
の
全
割
ロ

－
の
四
十
を
乗
じ
て
狸

2

未
の 極

め
７

の
ル
」
す

‐
三
条
繁
一
畷
策
一
号
に
頬
定
す
る
学
資
と
し
て
支
維
す

到
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
つ

一
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令

）
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由

●
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給

乢
仙
不
正
α
手
毘

ヨ
税
敦
収
の
例

- 1-

改
正
案

現
行



第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第

（
補
助
金
）

第
二
十
三
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

41 31 21第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
二
十
三
条
の
三

第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の

（
補
助
金
）

第
二
十
三
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務
に
要
す
る

経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｡’基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

充
て
る
も
の
と
す
る
．

者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に

支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
饗
用
に
充
て
る
た

資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
．

金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別

金
銭
信
託
で
元
本
補
填
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「

金
の
金
額
及
び
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の

め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助

の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
分
経
理
）

（
学
資
支
給
基
金
）

政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
学
資
支
給

学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
．

機
構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
資
支
給
基

－2－



を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

（
削
除
）

三’ を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た
と
き
。

第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の

－3－



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）

－4－

（
削
除
）

（
削
除
）

改
正
案

附
則

（
検
討
）

’
第
四
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
規
定

の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
学
資
の
支
給
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所

要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

’
第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加

ｌ
え
る
。

’一
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の

’
四
十
七
の
五
の
項

二
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
別
表
第
一
の
八
十

一
の
項
及
び
別
表
第
二
の
百
六
の
項

現
行



凸

○
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）

－5－

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
）

第
十
条
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
で
あ
っ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。

一
～
三
十
四
（
略
）

’
三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校

（
地
方
公
共
団
体
又1

減
免
に
要
す
る
経
費

改
正
案

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
）

第
十
条
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
で
あ
っ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。

一
～
三
十
四
（
略
）

（
新
設
）

現
行



○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

－6－

（
固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
三
百
四
十
八
条
（
略
）

2

へ

略
一

一
～
十
二
（
略
）

十
三
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済’

事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る

も
の

十
四
～
四
十
四
（
略
）

３
～
Ⅲ
（
略
）

改
正
案

（
固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
三
百
四
十
八
条
（
略
）

２
（
略
）

一
～
十
二
（
略
）

十
三
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済’

事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る

も
の

十
四
～
四
十
四
（
略
）

３
～
Ⅲ
（
略
）

現
行



●

○
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）

2

〆
型
酎
刻
罰
飛
ｗ
、

第
二
十
三
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
一
…
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
金

（
運
営
雷
謝
会
）

十
八
条
（
略
）

審
議
会
は
、
理
事
長
の
諮
闇

基
本
的
事
項
（
共
済
業
務
（
籠

・
同
条
第
二
項
並
び
に
同
条
鎮

八
Ｆ
司
寺
ソ
。
》
又
ま
だ
寸
鴬
膳

貧り

ヨ龍令慢

一
減
免
資
令

を
受
け
、
こ

る
業
務
を
行

号
の
規
定
に

の
利
益
金
に

金
の
交
付
掴
’
１
肌
事
業
年
膜
に
詣
閃

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の

受’

（
運
営
篭

十
八
条
審
議
会

基
本
的
事

・
同
条
第

碓
丁
ー

呂律

｜
堰
築
三
号
の
頬
定
に
よ
る
附

益
計
算
上
の
利
益
金
に
係
る
篭

範
囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
ル

未
（
略

詞
卿
ム
エ
）

（
略
）

は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
液

項
（
共
済
業
務
（
第
二
十
二

二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
篭

］
）
の
み
に
係
る
も
の
を
陰

金
の
交
付
は
、
前
事
型

十
五
条
第
一
頃
に
規
一

事
業
団
の
業
誰
の
週
饗

禾
第
一
項
第
六
号
か
ら
塗

一
号
及
び
第
二
号
の
業
誰

、
。
）
に
つ
い
て
審
議
す

－7－

改
正
案

現
行



第
四
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
～
六
（
略
）

七
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務

（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
等
）

第
二
十
七
条
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
の

二
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号

（
助
成
業
務
方
法
書
及
び
共
済
運
営
規
則
）

第
二
十
五
条
事
業
団
は
、
助
成
業
務
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

五
号
ま
で
及
び
第
十
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
の
業
務
を
い
う
。
以
下

、
以
下
同
じ
。
）
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
助
成
業
務
方
法
書
で
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６
（
略
）

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
交
付
す
る
補
助
金
及
び
減
免
資
金
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第

二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
中
「
各
省

各
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長

」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
中
「
各
省
各
庁
の
長
は
」
と
あ
る
の
は
『
日

本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
の

処
分
」
と
あ
る
の
は
「
私
立
学
校
法
第
四
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
の
処
分
」

と
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
じ

'

第
四
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
事
業
団
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
～
六
（
略
）

七
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務

（
助
成
業
務
方
法
書
及
び
共
済
運
営
規
則
）

第
二
十
五
条
事
業
団
は
、
助
成
業
務
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

五
号
ま
で
及
び
第
十
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
の
業
務
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
助
成
業
務
方
法
書
で
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
等
）

第
二
十
七
条
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
の

二
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
交
付
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十

一
条
の
二
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
中
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
一

項
中
「
各
省
各
庁
の
長
は
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事

業
団
の
理
事
長
は
」
と
、
「
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
私
立

学
校
法
第
四
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
の
処
分
」
と
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６
（
略
）

－8－



心

附
則

（
私
立
学
校
等
の
特
例
）

第
十
三
条
こ
の
法
律
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
を
除
く
。

）
に
お
い
て
、
私
立
学
校
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
教
育
法
附
則
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
学
校
法
人
以
外
の
者
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
私
立
の
幼
稚
園
並

び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。

）
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を

設
置
す
る
者
（
学
校
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
以

外
の
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ

て
設
置
さ
れ
た
当
該
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
認
定
こ
ど
も

園
法
一
部
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
設
置
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
』
と
い
う
。
）
を
含
み
、
学
校
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校

教
育
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
幼
稚
園
を
設
置
す
る
学
校
法
人
以
外
の

者
並
び
に
学
校
法
人
以
外
の
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者

及
び
特
例
設
置
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
を
含
む
も
の
と
す
る

を
行
っ
た
と
き
。

八
～
十
三
（
略
）

２
（
略
）

◎

附
則

（
私
立
学
校
等
の
特
例
）

第
十
三
条
こ
の
法
律
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て

、
私
立
学
校
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
教
育
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

学
校
法
人
以
外
の
者
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
私
立
の
幼
稚
園
並
び
に
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
者

（
学
校
法
人
を
除
く
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
以
外
の
み
な
し

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

た
当
該
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
認
定
こ
ど
も
園
法
一
部
改

正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
設
置
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
学
校
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
学
校
教
育
法
附
則

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
幼
稚
園
を
設
置
す
る
学
校
法
人
以
外
の
者
並
び
に
学

校
法
人
以
外
の
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
及
び
特
例
設

置
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

を
行
っ
た
と
き
。

八
～
十
三
（
略
）

２
（
略
）

－9－



○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

- 10-

（
所
掌
事
務
）

第
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
七
の
五
（
略
）

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
のI

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画

に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八
～
六
十
二
（
略
）

第
十
一
条
の
三
第
四
条
第
一
項
第
二
十
九
号
及
び
第
三
項
第
二
十
七
号
の
三

か
ら
第
二
十
七
号
の
六
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
特
命
担
当
大
臣
を
置
き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
）

第
四
十
一
条
の
二
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
十
九
号

及
び
第
三
項
第
二
十
七
号
の
三
か
ら
第
二
十
七
号
の
六
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

２
～
８
（
略
）

改
正
案

（
所
掌
事
務
）

第
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
七
の
五
（
略
）

（
新
設
）

二
十
八
～
六
十
二
（
略
）

第
十
一
条
の
三
第
四
条
第
一
項
第
二
十
九
号
及
び
第
三
項
第
二
十
七
号
の
三

か
ら
第
二
十
七
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
特
命
担
当
大
臣
を
置
き
、
当
該
事
務
を
掌
理
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
）

第
四
十
一
条
の
二
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
十
九
号

及
び
第
三
項
第
二
十
七
号
の
三
か
ら
第
二
十
七
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

２
～
８

へ

略
背

現
行
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○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

（
目
的
）

第
一
条
ゴ
刎
樹
鋼
削
１
地
方
公
共
団
体
の
自
発
性
を
最
大
限
に

尊
重
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
を
設
定
ｕ
ｌ
当
咳
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
規
制
の
特
例
措
慨
の
適
用
を
受
け
て
地
方
公
共
団

体
が
特
定
の
事
業
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
制
副
副

剖
回
渕
刎
１
教
育
物
流
、
研
究
開
発
、
農
業
社
会
福
祉
そ

の
他
の
分
野
に
お
け
る
経
済
社
会
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る

と
と
も
に
地
域
の
活
性
化
劃
図
刎
１
制
司
制
国
民
生
活
の
向
上

及
び
国
民
経
済
の
発
展
口
割
引
制
引
副
剖
割
引
醐
剖
詞
副
１

第1条・第7条第2項第1号関係

｢豊かな人間性を備えた創造的な人材（の）育成』

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

九
十
四
号
）

（
機
構
の
目
的
）

第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
露
綴
竺

と
い
●
恥
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
資
の

貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
商
等
専
門
学
校
の

学
生
並
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
壱
乳
以
下
同

じ
。
）
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学

校
及
び
専
門
課
程
を
瞳
く
専
修
学
校
を
い
嶢
恥
以
下
同
じ
。
）
が

学
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
項
に
関

す
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
留
学

生
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
学
生
の

派
遣
を
い
・
恥
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
学
生
等
に

対
す
る
適
切
な
修
学
の
潔
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
代
の
社
会
１

責
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

を
担
．

フ
豊
か
な
人
間
性
を
造
的
な

の
詞
到
幽
に

第1条関係

｢この法律は、…○O[し〕、O○することにより、…00を図り、もってOOに寄与することを

目的とする｡」



第1条関係

｢経済的負担を軽減する」

○
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）

霜
畦
謹

第
二
条
（
略
）

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
事
業
を
い
↑
恥

一
（
略
）

二
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
も

のイ
（
略
）

ロ
イ
の
政
令
で
定
め
る
事
業
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体

た
め
の
措
歴
を
鱗
ず
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係

る
規
制
の
特
例
措
慨
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
適

用
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
又
は
こ
れ
に
錨
ず
る
も
の

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
》
ｑ
）

三
～
五
（
略
）

３
～
５
（
略
）
．

が
当
該
事
業
を
行
う
法
人
の
細
洲
瑚
剣
掴
剖
梱
澗
詞
副

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
十
八
号
）

（
受
給
寅
格
）

第
三
条
（
賂
）

２
就
学
支
援
金
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
咳
当
す
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。

一
（
略
）

二
（
略
）

三
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
保

護
者
（
学
校
教
育
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い

う
。
）
そ
の
他
の
同
項
に
規
定
す
る
者
の
就
学
に
要
す
る
経

費
を
負
担
す
べ
き
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
保

護
者
等
』
と
い
．
Ｚ
）
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
戯
学
支

澗
引
副
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
２

で
定
め
る
者

３
（
略
）

援
金
の
支
給
に
よ
り
当
骸
保
鯉
者
等
の
趨
淘
瑚
剣
掴
剖
縄全



犀悪霊壼壼ニーニニーニ=======］
○
両
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

舎
髭
謹

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
騒
の
意
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
咳
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
（
略
）

二
移
動
等
円
滑
化
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
又
は
施
設

の
利
用
に
係
る
身
体
の
剣
掴
劃
樫
澗
訶
副
。
剖
倒
渕
刎
１
そ

の
移
動
上
又
は
施
股
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
を

向
上
す
る
こ
と
を
い
う
。

三
～
二
十
八
（
略
）

匡雲臺壼壼壼壼壼 ＝二1
○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
慨
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五

号
）（
基
本
理
念
）

第
二
条
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
は
、
原
子

力
災
害
に
よ
り
多
数
の
住
民
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ

と
、
復
旧
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚

染
の
お
そ
れ
に
起
因
し
て
住
民
の
健
康
上
の
不
安
が
生
じ
て

い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
伴
い
安
心
し
て
暮
ら
し
、
剰
副
剖
剖
型

会
経
済
を
再
生
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
福
島
が
直

面
す
る
緊
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
女
性
、
子
ど
も
、
障
害
者
等

を
含
め
た
多
様
な
住
民
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
解
決
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
進
し
、
福
島
の
地
域
社

会
の
絆
き
ず
な
の
維
持
及
び
再
生
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
３

２
～
５
（
略
）

Ｈ
て
る
こ
と
が
で
き
副
劇
測
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、

社



第1条関係

｢安心して…生み、育てることができる曝境」

○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五

号
）（
基
本
理
念
）

第
二
条
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
は
、
原
子

力
災
害
に
よ
り
多
数
の
住
民
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ

と
、
復
旧
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚

染
の
お
そ
れ
に
起
因
し
て
住
民
の
健
康
上
の
不
安
が
生
じ
て

い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
伴
い
濁
側
ｕ
剣
暮
ら
し
、
子
ど
も
遂
劉

し
、
子
ど
も
遂
遡

会
経
済
を
再
生
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
福
島
が
直

面
す
る
緊
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
女
性
、
子
ど
も
、
陣
害
者
等

を
含
め
た
多
様
な
住
民
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
解
決
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
進
し
、
福
島
の
地
域
社

会
の
絆
き
ず
な
の
維
持
及
び
再
生
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５
金
唖

矧
副
。
ｕ
洞
矧
割
引
鯏
塊
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
社

再雲壼壼壽壼忌壼‐
○
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

※
職
員
立
法

（
施
策
の
基
本
理
念
）

第
二
条
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
は
、
父
母
そ
の
他
の

保
溌
者
が
子
育
て
に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
と

の
認
繊
の
下
に
、
国
民
の
意
餓
の
変
化
、
生
活
様
式
の
多
様
化

等
に
十
分
留
意
し
つ
つ
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
と
あ
い

ま
っ
て
、
家
庭
や
子
育
て
に
夢
を
持
ち
、
か
つ
、
吹
代
の
社
会

測
を
整
側
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
鱒
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
．
３
（
略
》

を
担
口

ワ
子
ど
も
を
｛
室
心
し
て
生
み
、
育
て
る
｝
力
で
き
る
頂

4



匡需焉二壼三壼壼壼 =＝===1
Ｏ
特
定
勉
子
メ
ー
ル
の
送
侭
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
一
時
に
多
数
の
者
に
対
し
て
さ
れ
る
特

定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
に
よ
る
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
上

の
支
障
を
防
止
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
特
定
鰯
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
の
た
め
の
措
霞
等
を

定
瑚
副
副
剖
回
封
刎
１
電
子
メ
ー
ル
の
利
用
に
つ
い
て
の
良
好

抜
剣
測
呵
劉
側
劃
図
刎
１
も
っ
て
高
度
傭
報
通
信
社
会
の
健
全

・
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
》
亀

Ｏ
原
子
力
発
砿
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
発
慾
に
関
す
る
原
子
力
の
適
正
な
利
用

に
賞
す
る
た
め
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
若
実
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
措
置
を
醗
渕
副
副
剖
回
測
引
１
発
電
に
関
す
る

原
子
力
に
係
苞
鋼
測
刎
遡
綱
割
図
刎
１
も
っ
て
国
民
経
済
の
健

全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第7条第2項柱害関係

『…を求められた墹合において、…と溜めるときは、…ものとする｡」

○
主
要
食
糧
の
繍
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
百
十
三
号
）

第
七
条
生
産
出
荷
団
体
等
は
、
生
産
調
整
方
針
の
作
成
及
び
そ

の
適
切
な
運
用
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
必
要
な
協

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
》
亀

２
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
九
劃
刺
劇
副
測

制
捌
劃
回
濁
州
刮
１
生
産
調
整
方
針
の
作
成
及
び
そ
の
適
切
な

運
用
が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
農
業

の
振
興
に
資
す
愚
剖
綱
瑚
引
剖
割
劇
１
必
要
な
助
言
及
び
指
導

を
行
う
よ
う
に
努
め
る
制
呵
副
詞
副
１

5



第7条第2項柱害関係
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「当該求め」

○
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
吾
互

（
新
技
術
等
実
証
に
係
る
新
た
な
規
制
の
特
例
措
瞳
の
求
め
）

第
九
条
新
た
な
規
制
の
特
例
措
歴
の
適
用
を
受
け
て
新
技
術
等

実
旺
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
当
骸
新
た
な
規
制
の
特
例
措

置
の
整
備
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
主
務
大
臣
は
、
剖
鋼
刺

刺
を
踏
ま
え
た
新
た
な
規
制
の
特
例
措
腫
を
購
ず
る
こ
と
が

必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
腿
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
及
び
鱒
ず
る
こ
と
と
す
る
新
た
な
規
制
の
特
例
措
通
の
内

容
を
当
該
求
め
を
し
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
識
ず
る
こ

と
と
す
る
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
主
務
大
臣
は
、
剖
澗

剥
瑚
を
踏
ま
え
た
新
た
な
規
制
の
特
例
措
倣
を
露
ず
る
こ
と

が
必
要
で
な
い
と
罷
め
る
と
き
、
又
は
適
当
で
な
い
と
溜
め
る

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
求
め
を

し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４
（
略
）

○
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
柾
明
書
の
発
給
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

（
締
約
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
す
る
傭
報
提
供
等
）

第
三
十
条
経
済
産
業
大
臣
は
、
締
約
国
等
に
第
一
種
特
定
原
産

地
鉦
明
書
の
発
給
を
受
け
た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
締
約
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
か
ら
当
骸
物
品
が
特

定
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
求
め
に
応

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
咳
求
め
に
応
じ
て
提
供

し
よ
う
と
す
る
傭
報
に
征
明
書
受
給
者
、
特
定
証
明
資
料
提
出

者
、
特
定
第
一
種
原
産
品
誓
約
書
交
付
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
骸
情
報
を

当
咳
締
約
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い

て
そ
の
者
の
同
意
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
経
済
産
業
大
臣
は
、
締
約
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
か
ら
前
項
６

の
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
剖
潤
刺
瑚
に
応
ず

る
た
め
に
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
寵
め
ら
れ
る
範
囲
内
に

お
い
て
、
当
該
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
を
発
給
し
た
指
定

発
給
機
関
に
対
し
、
期
限
を
付
け
て
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５
（
略
）



第7条第2項柱書関係

｢OOが次に掲げる要件…を満たしていると認めるときは､」

○
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
設
立
の
潔
可
等
）

第
九
条
発
起
人
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
が
終
わ

っ
た
と
き
は
、
定
款
及
び
事
業
計
画
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
、

股
立
の
認
可
を
申
鯖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
総
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
謂
が
あ

一
《
》
Ｏ一
設
立
の
手
続
並
び
に
定
款
及
び
事
業
計
画
番
の
内
容
が

法
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
．

二
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
が
硫
実
に
遂

行
さ
れ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

２
前
項
の
規
定
は
、
第
五
条
第
二
項
の
定
款
の
変
更
の
認
可
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申

る
と
認
め
る
と
き
ま

股
立
の
認
可
を
す
る
も
の
と
す

叩
が
欲
に
栂
け
る
要
件
を
濃
た

第7条第2項柱書関係

｢と鯉めるときは、その00をするものとする｡」

Ｏ
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
魑
用
機
会
の
創
出
に

よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

十
年
法
律
第
三
十
七
号
）

（
計
画
の
認
定
）

第
五
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
潔
定
の
申
舗
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

一
基
本
指
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
当
咳
計
画
の
実
施
が
当
骸
計
画
の
区
域
に
お
け
る
若
者

の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の
で

あ
る
と
駆
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
‘
気

７

７
～
９
（
略
一

る
と
罷
め
る
と
き
付
そ
α
・
・
を
す
る
も
α
と
す
る



第7条第2項各号関係

要件のうち、消極要件を禰極要件より後に規定する例

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
三
十
五
条
（
略
）

②
～
④
（
略
）

⑤
都
道
府
県
知
事
は
、
保
育
所
に
関
す
る
前
項
の
鰡
可
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基

準
（
保
育
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準

（
当
骸
認
可
の
申
請
を
し
た
者
が
社
会
福
祉
法
人
又
は
学
校

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
限

る
。
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
申
賄
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
骸
保
育
所
を
経
営
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎

が
あ
る
こ
と
。

二
当
該
保
育
所
の
経
営
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
経
営
担
当
役
員
と
す
る
。
）
が
社
会
的
信
望
を
有

す
る
こ
と
。

三
実
務
を
担
当
す
る
幹
部
職
員
が
社
会
福
祉
事
業
に
関
す

る
知
餓
又
は
経
験
を
有
す
る
こ
と
．

四
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
ー
ル
（
略
）

⑥
～
⑫
（
略
）

隠讓票霊票壼壼 ﾓ蒜
4

5

ー

へ

露騒 ヨ
・四 三 二一なに

○

8

§



第7条第2項第1 ．2号関係

｢･･･に関し、OOが…ために必要な」

○
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

（
指
針
）

第
四
十
八
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
条
、
第
五
条
の
三
、
第

五
条
の
四
、
第
三
十
三
条
の
五
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条

の
二
及
び
第
四
十
五
条
の
二
に
定
め
る
事
項
口
闘
ｕ
ｌ
職
業
紹

介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
築
を
行
う
者
、
募
蝿
受
託

者
、
募
蕊
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者

及
び
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
洲
適
切
に
対
処
す

る
泡
劇
画
凶
到
創
指
針
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

匡需乎亙二二二二二二二二二＝＝二二コ
○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

念
手
校
教
育
法
の
特
例
）

第
十
二
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
飽
可
を

受
け
て
学
校
を
設
霞
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
会
社
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
別
表
第
二
号
に

お
い
て
「
学
校
設
置
会
社
」
と
い
陰
乳
）
は
、
そ
の
構
造
改
革
特

別
区
域
に
設
歴
す
る
学
校
に
お
い
て
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し

た
潤
司
馴
調
泡
の
必
要
性
、
地
域
産
業
を
担
う
人
材
の
育
成
の

必
要
性
そ
の
他
の
特
別
の
事
惰
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
又

は
研
究
を
行
う
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
咽
（
略
）

9



第7条第2項第1号関係

｢実施体制』

○
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）

（
臨
床
研
究
実
施
基
準
）

第
三
条
（
略
）

２
（
略
）

一
臨
床
研
究
の
調
姻
綱
測
に
関
す
る
事
項

二
～
六
（
略
）

３
（
賂
）

第7条第2項第2号関係

｢OO(学校を指す用酪）の経営』

○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

（
学
校
教
育
法
の
特
例
）

第
十
二
条
（
略
）

２
（
略
）

一
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
施
股
及
び

股
備
又
は
こ
れ
ら
に
要
す
る
資
金
並
び
に
当
該
調
樹
呵
細

削
に
必
要
な
財
産
を
有
す
る
こ
と
。

二
当
該
判
樹
呵
綱
濁
を
担
当
す
る
役
員
が
学
校
を
経
営
す

る
た
め
に
必
要
な
知
職
又
は
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

３
（
略
）

７
～
遮
（
略
）

10



第7条第2項第2号関係

『経徴蛙盤』

○
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
中
小
企
業
者
へ
の
配
慮
）

第
百
三
十
六
条
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企

業
基
盤
堕
備
機
構
、
商
工
会
及
び
商
工
会
鮭
所
は
、
他
の
事
業

者
の
事
業
再
編
又
は
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
の
実
施
に
よ

り
そ
の
経
営
に
著
し
い
影
響
を
受
け
る
中
小
企
業
者
の
溜
劉

遡
迩
の
強
化
を
図
る
た
め
、
当
骸
中
小
企
業
者
の
行
う
事
業
に

関
す
る
経
営
方
法
又
は
技
術
に
関
す
る
助
言
研
修
又
は
憎
報

提
供
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第7条第2項第3号関係

｢OOが、…者又は…者で、0O又は0Oから起算して○年を経過しないもの」

○
介
砿
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
指
定
地
域
密
藩
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
（
賂
）

２
．
３
（
略
）

４
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
鯖
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
の
申
謂
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
の
二
、

第
六
号
の
三
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
咳
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

｜
～
六
の
三
（
賂
）

七
申
鯆
者
測
１
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
ｕ

日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
割
（
当
該
事
業
の
廃

止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
刻
創
第
七

十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
割
（
当
該

指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）

劃
１
当
該
届
出
刻
剛
指
定
の
辞
退
の
日
洲
副
趨
鋼
ｕ
司
五
鋼

割
綱
週
ｕ
樹
Ⅷ
制
呵
で
あ
る
と
き
○

七
の
二
～
十
二
（
略
）

５
～
、
（
略
）



第7条第2項第3号関係

『…日から…0年を経過しない…でないこと｡」

○
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）

（
融
子
償
権
記
録
業
を
営
む
者
の
指
定
）

第
五
十
一
条
主
務
大
臣
は
、
吹
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
者
を
、

そ
の
申
鯖
に
よ
り
、
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
電

子
債
権
記
録
業
」
と
い
直
乳
）
を
営
む
者
と
し
て
、
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
（
略
）

二
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
項
の
指
定
を

刈
引
‐

三
～
七
命
也

２
（
略
）
取
り
消
さ
れ
た
日
洲
剖
五
判
割
綱
週
ｕ
刺
Ⅷ
裁
可
制
川
副

第8条第3項関係

｢OO[何らかの利益の提供〕の期間」

○
小
規
模
企
業
共
済
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
号
）

（
共
済
金
の
分
割
支
給
等
）

第
九
条
の
三
（
賂
）

２
．
３
（
略
）

４
分
割
払
の
方
法
に
よ
る
共
済
金
の
支
給
呵
蜘
閥
（
以
下
『
分

割
支
給
期
間
」
と
い
』
恥
）
は
、
共
済
契
約
者
の
選
択
に
よ
り
、

第
一
項
の
舗
求
後
最
初
の
支
給
期
月
か
ら
十
年
間
又
は
十
五

年
間
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

５
．
６
（
略
）

12



第8条第3項関係

｢OOに定めるもののほか、AのOOその他の…Aに関し必要な事項は、○○で定める｡」

○
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
七
十
七
号
）

附
則

（
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
に
関
す
る
経
過
措
侭
）

第
三
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

○
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
六
十
三
号
）

（
質
問
票
）

第
三
十
条
（
略
）

２
．
３
争
睡

６
前
各

４
前
三
項
及
び
次
条
第
二

即 刎裁
判
所
規
則
司
画
瑚
引
１

又
は
記
戦
の
修

項
そ
の
他
の
頚
に
関
し
必
要
〆
・
項
は

現
に
定
め
る
も
の
の
ほ
力
仮
住
民
票
の

の
他
の
仮
住
民
票
に
関
し
必
要
な
事
巧

項
に
｛
正
め
る
も
の
の
ほ
か
厩
頂
酔
燭

記
職
、
消
除 ：

○
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
届
出
）

第
三
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
住
宅
宿
泊
事
業
者
淡
渕
呵
劉
尉
馴
Ⅷ
詞
測
洲
倒
鯛
割
引
引
副

剖
剖
制
司
矧
剖
剖
圃
１
当
骸
各
号
に
定
め
る
者
は
、
国
土
交
通

省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
日
（
第

一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
か
ら
三

十
日
以
内
に
、
召
刎
司
剖
都
道
府
県
知
惑
回
圃
刷
出
判
別
刎
嗣

樹
剖
制
Ⅶ
１

－
住
宅
宿
泊
事
業
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
と
き
そ

の
相
続
人

二
住
宅
宿
泊
事
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し

た
剖
割
そ
の
法
人
を
代
表
す
る
役
員
で
あ
っ
た
者

三
住
宅
宿
泊
事
業
者
で
あ
る
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
賜

定
に
よ
り
解
散
し
た
剖
剖
そ
の
破
産
管
財
人

四
住
宅
宿
泊
事
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
及
び
破
産
手
統

開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
剖
割
そ
の

清
算
人

五
住
宅
宿
泊
事
業
を
廃
止
し
た
剖
剖
住
宅
宿
泊
事
業
者

で
あ
っ
た
個
人
又
は
住
宅
宿
泊
事
業
者
で
あ
っ
た
法
人
を

代
表
す
る
役
員

７
（
略
）

第9条第1項関係

｢次の各号のいずれかに該当することとなったときは、…その旨をOOに届け出なければならな

い｡」と規定し、各号において「…とき」と規定する例。



第9条第1項第1号・第15条第1項第1号関係

｢要件を満たさなくなったとき｡」

○
展
覧
会
に
お
け
る
美
術
品
損
害
の
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）

（
補
償
契
約
の
錘
愁
睡

第
十
一
条
政
府
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
補
償
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
補
償
契
約
に
係
る
展
覧
会
が
第
三
条
第
二
項
に
規

二
当
該
補
償
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
展
覧
会
の
主
催
者
が

欲
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
到
州
剖
潤
制
割
掛
剣
欄

到
制
剖
剖
１

ロ
ー
ニ
（
略
）

定
す
る
要
件
謝
満
抱
叫
弓
額
矧
獺
た
と
き

○
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）

第
二
十
二
条
の
三
国
土
交
通
大
臣
閥
１
鉄
道
事
業
者
が
鉄
道
線

路
又
は
停
車
場
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
当
咳
鉄
道
線
路
又
は
停
車
場
の
建
設
又
は
改
良
に
関

連
す
る
乗
継
円
滑
化
措
趾
を
鱒
ず
る
こ
と
が
経
済
的
か
つ
合

理
的
で
あ
る
と
琶
召
劇
側
利
用
者
の
利
便
の
増
進
の
程
度
、
建

股
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用
等
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ

２
（
略
）

措
通
を

る
日
認
翻
る
堀
合
囮
側
１
鉄

こ
と
ナ
す
る
こ
と
力
で
き
る

道
事
業
巻
口
矧
ｕ
ｌ
乗
継
円
滑
化

14

第14条第1項関係

｢OOは､…その他00と錫める場合には､O0に対し、○○(す)べきことを勧告することがで

きる｡」



第14条第1項関係

｢OOと露める場合その他…OOと腿める場合」

○
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

五
十
九
号
）

（
地
域
自
治
区
の
区
長
）

第
二
十
四
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
合
併
市
町
村
の
長
は
、
区
長
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の

・
遂
行
に
堪
え
な
い
刈
劉
瑚
副
劉
型
引
刻
矧
仙
区
長
ポ
そ
の
職
に

必
要
な
適
格
性
を
欠
く
釧
認
瑚
劃
濁
哉
に
は
、
こ
れ
を
罷
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

８
～
皿
（
略
）

第14条第1項関係

｢00が…0Oを適切に行っていないと鰹める」

○
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
認
鉦
紛
争
解
決
事
業
者
の
駆
定
）

第
五
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
認
証
紛
争
解

決
事
業
者
洞
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た

と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
の
償
還
す
ぺ
き
社

債
の
金
額
の
減
額
に
係
る
砿
認
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一

剖
翻
瑚
副
と
き
は
、
当
該
昭
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

項
の
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
確
艶
を

15

P



第14条第1項関係

｢O0の適正な実施を確保するため必要がある」

○
建
設
工
事
に
係
る
資
材
（

十
二
年
法
律
第
百
四
号
）

（
助
言
又
は
勧
告
）

第
十
四
条
都
道
府
県
知
壷

主
施
工
者
の
分
別
解
体

に
係
る
資
材
の

○
沖
繩
振
興
特
別
措
瞳
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

（
勧
告
）

第
二
十
三
条
沖
縄
県
知
事
は
、
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
が

認
定
協
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
駆
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い

な
い
と
閉
め
る
と
き
、
又
は
当
骸
潔
定
協
定
に
係
る
協
定
区
域

内
に
お
け
る
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
刷
週
画
刺
剰
湿
劃

鯛
網
洲
副
制
瑚
趨
到
捌
捌
引
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
協

定
に
係
る
協
定
代
表
者
又
は
単
独
事
業
者
に
対
し
て
、
潔
境
保

全
型
自
然
体
験
活
動
の
実
施
の
方
法
の
改
善
、
当
骸
認
定
協
定

の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
腫
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

凶
到
洲
鋤
副
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
方
針
（
第
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
針
を
公
表
し
た
場
合
に
は
、

当
該
指
針
）
を
勘
案
し
て
、
当
骸
対
象
建
設
工
事
受
注
者
又
は

自
主
施
工
者
に
対
し
、
分
別
解
体
等
の
実
施
に
関
し
必
要
な
助

言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

律
第
百
四
号
）

は
勧
告
）

都
道
府
県
知
事
は
、
対
象
建
設
工
事
受
注
者
又
は
自

等
の
適
正
な
実
施
碓
保
す
る
た
砧

第14条第1項関係

｢0Oの宴施の方法の改鋳…その他I

Ｏ
沖
縄
握
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

（
勧
告
）

第
二
十
三
条
沖
縄
県
知
事
は
、
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
が

認
定
協
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い

な
い
と
罷
め
る
と
き
、
又
は
当
骸
露
定
協
定
に
係
る
協
定
区
域
焔

内
に
お
け
る
潔
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
適
正
な
実
施
を

砿
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
骸
駆
定
協

定
に
係
る
協
定
代
表
者
又
は
単
独
事
業
者
に
対
し
て
、
藻
境
保

全
型
自
然
体
験
活
動
呵
誕
泡
呵
刺
濁
呵
謝
謝
当
該
認
定
協
定

○
個
人
情
報
の
保
鍾
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

七
画
写
会
館
五

第
五
十
七
条
個
人
情
報
保
態
委
員
会
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
施

行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
潔
定
個
人
情
報
保
謹
団
体
に
対

し
、
認
定
業
務
呵
謁
瑚
刷
湖
潤
酬
醐
濁
個
人
情
報
保
謹
指
針

の
変
更
召
酬
側
酬
凶
到
樹
澗
圃
剖
剖
副
司
剖
副
劃
鰄
詞
副
ゴ

： ：
の
変

叩
他
の
必
要
な
措
匝
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告



第15条第1項第3号関係

｢OOが…OOに関し不正な行為をしたとき｡』

第
五
十
一
条
の
十
三
（
略
）

２
公
安
委
員
会
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た

者
洞
孜
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
者
に
係
る
駐
車
監
視
員
寅
格
者
鉦
の
返
納
を
命
ず
る
こ

第
二
十
一
条
国
土
交
通
大
臣
は
、
倉
庫
業
者
洲
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
咳
当
す
る
と
き
は
、
六
月
以
内
に
お
い
て
期
間
を
定

め
て
営
業
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
第
三
条
の
登
録
を
取
り
消
す

○
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

（
駐
車
監
視
員
盗
格
者
証
）

○
倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

２
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
地
用
す

る
。一

・
二
（
略
）

三
前
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
、

反
し
、

と
が
で
き
る
。

三一
●

鴬二

こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

（
営
業
の
停
止
及
び
登
録
の
取
消
し
）

等
に
関
し
不
正
な
↑
‐
を
し

し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
剖
剖
。

に
陵
し
不
正
な
《
を
し
た
と
き

又
は
放
匝
車
両
の
砿
露

、
そ
の
情
状
が
駐
車
鰭
滝
澤
負
と

17



令

第
十
六
条

と
き
は
、

一
～
三

○
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）

（
報
告
徴
収
等
）

第
十
三
条
主
務
大
臣
は
、
こ
の
章
（
次
節
を
除
く
。
）
の
規
定
を

施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
実
習
実
施
者
若
し

く
は
実
習
実
施
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
実
習
実
施
者
等
』
と
い
唐
恥
）
、
監
理
団
体
若
し

く
は
監
理
団
体
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
及

び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
監
理
団
体
等
」
と
い
豆
乳
）

若
し
く
は
実
習
実
施
者
等
若
し
く
は
監
理
団
体
等
の
役
員
若

し
く
は
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
役
職
員
」
と
い
乳
）

若
し
く
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
役
蹴
員
等
」
と
い
彦
則
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く

２
．
３
（
略
）

（
襲
疋
の
取
消
し
鍵
）

四
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿

書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報

実
施
者
等
若
し
く
は
役
職
員
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当

骸
主
務
大
臣
の
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く

は
実
習
実
施
者
等
若
し
く
は
監
理
団
体
等
に
係
る
事
業
所
そ

の
他
技
能
実
習
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備

若
し
く
は
換
簿
寄
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

は
慢
簿
書
類
の
提
出
若
し
く

ｕ
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、

告
若
し
く 主

務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

突
習
開
定
を
取
り
ｉ
こ
と
が
で
き
る

恩は
虚
侭
の
・
の

を
命
じ
、
若
し
く
は
実
習

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

五
～
七
（
略
）

２
（
略
）

第
百
十
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
咳
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
劉
回
畑
訶
副
１

－
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
函
倒
呵
樹
潮
捌
鋼

飢
捌
剛
看
ｕ
ｑ
刷
掴
詞
劃
ｕ
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
壷
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
者

二
～
十
二
（
略
）
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第15条第1項第4号・第19条第2項関係

報告等を求める規定で｢Xの提出若しくは提示｣を求める旨規定し、これに対し虚偽のXの提出若
し<は提示をした場合を取消事由と処罰事由の双方に規定する例



附則第6条第3項関係

｢00の規定により国庫に納付する」

第
八
条

○
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
十
号
）

（
既
往
債
樋
管
理
勘
定
に
お
け
る
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後

の
事
業
年
度
の
納
付
の
手
続
等
）

第
十
三
条
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
機
構

が
法
附
則
第
七
条
第
十
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
同
項
の

規
定
倒
渕
刎
国
咽
回
纐
州
討
副
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
当
該
事
業

年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業

年
度
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
》
匂

Ｏ
日
本
年
金
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十

九
号
）
（
国
庫
に
納
付
す
る
不
要
財
産
等
の
帰
属
す
る
会
計
）

州
制
劃
不
要
財
産
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
不
要
財
産
（
金
銭
を
除
く
○
）
に
関
し
国
庫
に
納
付
す

る
金
額
は
、
年
金
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

２
余
唾

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
圃
掴
封
切
国
剛
個
錨

附則第12条（事業団法第23条第3項）関係

｢園のOO[資金、補助金等〕」

Ｏ
産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）

（
研
究
開
発
に
係
る
寅
金
の
重
点
化
等
）

第
十
条
国
は
、
産
業
技
術
力
の
強
化
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る

た
め
、
国
呵
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
及
び
開
発
の
適
切
な

評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
予
算
の
配
分
へ
反
映
さ
せ
る
こ
と

等
に
よ
り
、
産
業
技
術
に
関
す
る
研
究
及
び
開
発
に
係
る
資
金

の
重
点
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
灘
ず
る
も

の
と
す
》
弓

○
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四

十
八
号
）

傘
悉
趣

第
二
十
三
条
事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

次
の
業
務
を
行
兎

一
私
立
学
校
の
教
育
に
必
要
な
経
費
に
対
す
る
国
剣
補
助

金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と

し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
へ
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

二
～
十
（
略
）

２
～
４
（
略
）
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第1条及び第7条第2項第1号関係（目的規定及び確認要件の修正について）

1． 「子ともを安心して生み、育てることができる環境の整備」の追記

少子化施策として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、大学等における

修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することは、理想の子供を持た

ない要因となっている教育にかかる費用負担（※）への不安を解消することで、子育

てをしやすい環境の酸成が生じ、安心して子どもを生むことができるようになり、ひ

いては少子化の進展への対処に寄与することになる。

原案の第1条においては、 こうした今回の支援措置と少子化の進展への対処に寄与

することの関係が明確に表現できていなかったことから、今回の修正においてその点

を明確にした。

※実際に、理想の子供数を持たない主な理由として、子育てや教育に費用がかかりすぎること

が挙げられており（参照別添1） 、また、 「どのような支援があれば､子どもが欲しいか」と

の質問には、 「将来の教育費に対する補助」との回答が最も多い（参考別添2）といった調査

結果が得られている。

2． 「豊かな人間性を備えた創造的な（人材)」の目的規定及び確認要件への追記

複雑で予測困難な社会において、 自立し、活躍できる人材となるためには、他者と協

働しつつ、複雑化・多様化した現代社会の課題解決に向けて新しい価値を生み出してい

くことが必要とされており、人材育成にあたっては、豊かな人間性と創造性を育成する

という観点が重要である。

このため、以下の点も踏まえて、 目的規定及び確認要件の文言を、 「社会で自立し、

豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成」とする。活躍することができる

･独立行政法人日本支援機構法（平成l5年法律第94条、以下「機構法」という。 ）第

3条において、機構の目的に「豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成」のため

に奨学金事業を行っていること

･大学等における修学への支援として、機構法による学資支給金の支給が一つの柱と

しており、本法律案でも機構の目的と同様のことを規定することで、同じ方向性で

の人材の育成を目指すことを明確にすることが適当であること

＜参考＞

○独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）

（機構の目的）

第三条独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。 ）は、教育の機会均等に

寄与するために学資の貸与及び支給その他学生等（大学及び高等専門学校の学生並び

に専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。 ）の修学の援助を行い、大学等（大

学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。 ）が学生等に対し
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て行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うととも

に、留学生交流（外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同

じ。 ）の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生

等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備え

た創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的

とする。

＜参考別添1＞
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第7条第2項第3号関係（確認要件における欠格事由について）

旧条文案第15条第2項では、確認を取り消された大学等の設置者及びこれに準ずる者が

3年間は確認を求めることができないことを規定していたが、今回、御指摘も踏まえ、上

記の内容を欠格事由とし、確認要件の一つとして位置づけることとした（新第7条第2項第
3号） 。

なお、難病の患者に対する医療等に関する法律

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事由と取消し事由が整合する仕組みをとっており、

文案のような規定ぶりは適当であると考えられる。

(平成26年法律第50号） 、障害者の日常

(平成17年法律第123号）等では、欠格

これらの前例に照らしても、今回の条
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第8条関係（授業料等減免の実施に必要な事項の定め方について）

本法律案では、授業料等減免制度を創設することとしており、基本的な仕組みとして

は、大学等の設置者が授業料等減免対象者を認定するとともに、当該授業料減免対象者

に対して授業料等減免を行い、国及び地方自治体は当該授業料等減免に要する費用を支

弁するものである。

本法律案で、上記の仕組みを規定するとともに、制度の実施に必要な基本的な事項と

して、①授業料等減免対象者（以下「対象者」という。 ）の範囲、②授業料等減免の額、

③期間等について規定する。

①対象者の認定要件について

対象者の範囲は、本制度において最も基本的な事項であることから、対象者の認定要

件は、 「確認大学等に在学する学生等のうち、 ・ ・ ・特に優れた者であって経済的理由

により極めて修学に困難があると認められるもの」であることを法律上規定する。

対象者の認定の具体的な基準及び方法としては、下記の事項を予定しているが、 これ

らについては、学生等の修学の状況や確保される予算等に応じて、適時見直しを図るこ

とも必要であることから、上記対象者の範囲内で、 『文部科学省令に定める基準及び方

法に従い」 、認定することとする。

(省令に規定する予定の基準及び方法について）

・選考は次の①及び②により行うこと

①特に優れた学生等であることについては、学力や意欲を総合的に判断することと

し、その具体的な成綴基準や意欲確認の判断の根拠となる資料（レポート等）等

について規定することとしている。

②極めて修学に困難があることについては、課税標準額の多寡に応じて判断し、全

額支援、三分の二の額支援又は三分の一の額支援の三区分（それぞれ年収0円～

約270万円未満、年収約270万円未満～300万円未満、年収300万円～380万円未満

の世帯が相当）を設けることを予定している。

※認定後、適格認定を行い、その結果に応じて、必要に応じて認定の取消し・停

止・警告等を行う。

・選考は次に掲げる者について行うこと。

①高校卒業又は高卒認定試験合格後2年以内の入学者であること

②過去において大学等に入学したことがないこと

③同時に二以上の大学等の課程に在学するときは、その選択した一の大学等の課程

について申請した者であること等

②授業料等減免の額
対象者が支援を受ける上で最も重要な事項は授業料等減免の額であるため、対象者の

認定要件に次いで規定する。

具体的な額については、大学等の授業料等の変化等を踏まえて、適時見直しを行う必

要があることから、下位法令に委任して規定することとする。本制度が国及び地方公共
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団体による公費負担により行われるものであり、その財政に直接的に影響することから、

委任は省令ではなく、政令とする。

なお、額の上限額については、学校種（大学（短期大学を除く。 ） 、短期大学、高等

専門学校又は専門学校） 、国公私立、昼間・夜間等により実態に合わせて異なる額とす

ることが必要であるため、次の③とは別に規定を置き、 「確認大学等の種別その他の事

情を考慮して・ ・ ・定める」旨を規定する。

③その他の事項

その他の授業料等減免の実施に必要な事項としては、現時点で想定しているものとし

ては授業料減免の期間がある。これは、授業料等の減免を行う以上、基本的にはその修

業年限分であるが、上記の額と同様に国等の財政に直接影響することから、具体的には

政令で定める。

政令においては、期間に関連して、休学（留学による場合を含む。 ）をした場合には、

その間は修業年限分としては算入せず、復学後を含めて全体として修業年限分の減免を

受けられることについても規定する予定である。

なお、上記①から③の考え方については、既存の独立行政法人日本学生支援機構法に

規定する学資の支給における考え方にならったものである。
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【参考】
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第15条第1項第4号関係（ 「虚偽の物件の提出若しくは提示」について）

1．原案の考え方

本法律案では、確認大学等の設置者に対する報告徴収命令の対象に、物件の提出又は

提示を規定しているところ、 これに違反した場合として、罰則規定においては、虚偽

の物件の提出又は提示を定めている一方、確認取消し事由としては、 これらを規定せ

ず、扱いを異ならせていた。

これは、同じく施設の設置者が物件の提出又は提示を含む報告徴収命令に違反した場

合について、罰則規定においては、虚偽の物件の提出又は提示を定めている一方、施

設の確認に係る取消し事由としては、 これらを規定していない子ども・子育て支援法

（平成24年法律第65号。取消しについては第40条第1項第5号、罰則については第84

条）に倣っていたためである。

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設

に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効

力を停止することができる。

一～四 （略）

五特定教育・保育施設の設澄者が、第三十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は脹偽の報告をしたとき。
六～十 （略）

2 （略）

第八十三条第十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは

をし、又は同項の規定による当該職員の質問

ま、三十万円以下の罰金に処する。

彊偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは携

に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、

2．今回の修正

上記の案文にした場合、虚偽の物件の提出又は提示について、罰則規定は適用される

が確認の取消し事由にはならないという反対解釈がなされるおそれがあるとともに、

以下の例もあることから、御指摘を踏まえ、確認の取消し事由としても、虚偽の物件

の提出又は提示を規定することとする。

･物件である「帳簿書類の提出若しくは提示」を報告徴収等の対象として規定し、虚

偽の帳簿書類の提出若しくは提示をした場合を取消事由と罰則事由の双方に規定す

る例として、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
（平成28年法律第89号）
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なお、法律においては、罰則規定に「虚偽の物件の提出若しくは提示」を規定し、

取消し事由としては、 これを政令で定めている例として子ども・子育て支援法がある。

＜参考＞

○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律

第八十九号）

（報告徴収等）

第十三条主務大臣は、この章（次節を除く｡）の規定を施行するために必要な限度にお

いて、実習実施者若しくは実習実施者であった者（以下この項及び次条第一項において

『実習実施者等」という｡)、監理団体若しくは監理団体であった者（以下この項、次条

第一項及び第三十五条第一項において「監理団体等」という｡）若しくは実習実施者等

若しくは監理団体等の役員若しくは職員（以下この項において「役職員」という｡）若

しくは役職員であった者（以下この項及び次条第一項において「役職員等」という｡）

に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等若し

くは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、

若しくは実習実施者等若しくは監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場

所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2．3 （略）

（認定の取消し等）

第十六条主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すこと

ができる。

一～三 （略）

四第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若

しくは虚偽の報告若しくは 篭偽の帳簿書類の提出若しくは提 又は同項の規定示をし、

による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定によ

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五～七 （略）

2 （略）

第百十二条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項又は第三十五条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示

をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二～十二 （略）
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○子ども・子育て支援法（平成二-'一四年法律第六十五号）

（報告等）

第十三条市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、

この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保

護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は

これらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命

じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 （略）

（支給認定の取消し）

第二十四条支給認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、

ことができる。

当該支給認定を取り消す

二 （略）

その他政令で定めるとき。

一●

一
一
一

2 （略）

第八十七条市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項の規定による報告若

しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出

若しくは提示をし、 _又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しく

は虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を認ﾅることができる。

2．3 （略）

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき）

第三条法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一当該支給認定保護者が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規定による報告若

しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提

出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若

しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 （略）
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第17条第2項・附則第12条関係（事業団から学校法人に対し減免資金を「交付」すると

規定することについて）

国が日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。 ）を通じて私立大学・高

専に係る減免費用を支弁する場合には、 日本私立学校振興・共済事業団法（以下「事業団

法」という。 ）第23条第1項第1号に規定する業務（私立大学・高専の経常費補助）と同

様、単に事業団を経由して、国から学校法人に資金が移動することとなる。

このため、事業団法第23条第1項第1号において、国の補助金に係る事業団から学校法

人への資金移動を「交付」と規定していることを踏まえて、今回の事業団から学校法人へ

の資金移動についても「交付」と規定することとする。

なお、事業団を通じた減免費用の支弁についての規定である第17条の用例とした独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構については、踏切道改良促進法（昭和36年法律第

195号）において、国から鉄道事業者への「補助することができる」と規定し（同法第10

条第1項） 、その間の資金移動を担う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業

務を規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成14年法律第l80号）

第13条第2項第2号では、鉄道事業者に対し「交付」すると規定している。

＜参考＞

○日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）

（業務）

第二十三条事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、

これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。

二～十 （略）

2．3 （略）

○踏切道改良促進法（昭和三十六年法律第百九十五号）

（補助）

第十条国は、保安設備の整備による指定踏切道の改良を実施する鉄道事業者（政令で定

める者に限る。 ）に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その実施に要

する費用の一部を補助することができる。

2 （略）

3 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）

の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）

（業務の範囲）
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第十三条 （略）

2機構は、前項に規定する業務のほか、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務

を行うことができる。

一主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設（軌道施設を含む。 ）の建設又は改良に

関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部につ

いて、予算で定める国の補助金等（補助金その他相当の反対給付を受けない給付金で

あって政令で定めるものをいう。以下同じ。 ）の交付を受け、これを財源として、補

助金等を交付すること。
一合

（略）

(略）

二～四

3．4
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第19条第3項関係（ 「対して」について）

両罰規定の規定ぶりについて、 「行為者を罰するほか、その法人又は人に対して』及び

｢刑を科する。 」の条件で検索したところ、 509件あり、そのうち、 「対して」が226件、

｢対しても、 」が183件、 「対しても」が53件、 「対して、 」が47件であった。

このため、本条項の規定ぶりは、用例数が一番多い「対して」とする。

【修正後の条文】

第十九条 （略）

2 （略）

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して同項の刑を科する。

＜用例＞

○農業競争力強化支援法（平成二十九年法律第三十五号）

第三十七条 （略）

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人一法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又

その法人又は人の業務に関し、前項の違反イ

は人に対して同項の刑を科する。
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附則第5条関係（不正利得の徴収の見出しについて）

不正利得の徴収に関し加算金の徴収ができる旨の規定がある条文の見出しを「不正利得

の徴収」 「不正利得の徴収等」のいずれにすべきかについては、以下のことから、 「不正

利得の徴収」としたい。

①子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第12条等において、不正利得の徴収に

関し加算金徴収も規定する場合であっても、条見出しは単に「不正利得の徴収」とな

っており、今回の改正内容も同条と同様の規定ぶりであること。

②加算金の徴収について規定し、条見出しを「不正利得の徴収等」としているものは5

件あるが、 これらは、診断書に虚偽記載をした医師等に対し連帯して徴収金を納付す

べきことを命ずることができる旨を、その第2項において規定するものであり、 「等」

はこのことを指していると考えられるが、今回の改正内容には同様の事項を含まない

こと。

く参考＞

◆条見出しが「 （不正利得の徴収） 」であるもの

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（不正利得の徴収）

第十二条市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があ

るときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部

を徴収することができる。

2市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育‘保育施設又は第二十九条第一項に規定する

特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項（第二十八条第四項に

おいて準用する場合を含む。 ）又は第二十九条第五項（第三十条第四項において準用する場合を

含む。 ）の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
ほかその返還させるべき額に百分のから、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する

四十を乗じて得た額を徴収することができる。

3前二項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の

三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

○難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）

（不正利得の徴収）

第三十四条都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、

その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、

当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させる

十を乗じて得た額を支払わせることができる。

ほかその返還させる額に百分の四

3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の

三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

（不正利得の徴収）

第八条市町村（政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以

下「市町村等」という。 ）は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるとき
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は、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四

第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定

相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関（以下この項において

「事業者等」という。 ）が、偽りその他不正の行為により介謹給付費、訓練等給付饗、特定障害

者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、 自立支援医療費又は療菱介謹医療費

の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか､その返還
させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条の
三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

◆条見出しが「 （不正利得の徴収等） 」であるもの

○介謹保険法（平成九年法律第百二十三号）

（不正利得の徴収等）

第二十二条偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者

からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為に

よって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介誠サービス費の支給、

第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介謹サービス費の支給、第六十一条の三第一

項の規定による特定入所者介謹予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特
例特定入所者介謹予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準に

より、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額
以下の金額を徴収することができる。

2 前項に規定する場合において、訪問看謹、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

若しくは短期入所療護介護、定期巡回。随時対応型訪問介謹看謹又は介護予防訪問看識、介謹予

防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介謹予防短期入所療養介
謹についてぞの治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当す
るサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防

サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出される

べき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当

該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命
ずることができる。

3市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規

定する指定地域密着型サービス事業者、第四-'一六条第一項に規定する指定居宅介謹支援事業者、

介謹保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介識予防サービス事業者、第五十四条の二第一

項に規定する指定地域密着型介溌予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介謹
予防支援事業者（以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。 ）が、偽りその他

不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第

四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又
は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、

その支払った額につき返還させるべき額を徴収する

乗じて得た額を徴収することができる。

ほかその返還させるべき額に百分の四十を

○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）

（不正利得の徴収等）

第五十九条偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期

高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収する

ことができる。

2前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は第七十八条第一項に

規定する主治の医師が、後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記栽をした

ため、その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当

該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納

付すべきことを命ずることができる。
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3後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者（健康保険法第八十八
条第一項に規定する指定訪問看謹事業者をいう。以下同じ。 ）が偽りその他不正の行為によっ
て療養の給付に関する費用の支払又は第七十四条第五項（第七十五条第七項、第七十六条第六
項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。 ）の規定による支払を受けたときは、
当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、
その返週させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

○国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）

（不正利得の徴収等）

第六十五条偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合
は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第八十八

条第一項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をし

たため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治

の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることが

できる。

3市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問着謹事業者が偽りその他不正の行為によっ

て療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項（第五十二条の二第三項及び第五十三

条第三項において準用する場合を含む。 ）若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を

受けたときは､当該保険医療機関等又は指定訪問看謹事業者に対し、その支払った額につき返

かその返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる‘還させるほ

4都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指

定訪問看溌事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応
が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。

○船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）

（不正利得の徴収等）

第四十七条偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者

からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関（健康

保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。 ）において診療に

従事する保険医（同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。 ）若しくは同法第八十
八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、

その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師

に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3協会は、保険医療機関若しくは保険薬局（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保

険薬局をいう。以下同じ。 ）又は指定訪問看謹事業者（同法第八十八条第一項に規定する指定

訪問看謹事業者をいう。以下同じ。 ）が偽りその他不正の行為によって療謹の給付に関する識

用の支払又は第六十一条第四項（第六-t二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場
合を含む。 ） 、第六十五条第六項（第七十八条第三項において準用する場合を含む。 ）若しく

は第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又
は指定訪問着謹事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百

分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

○健康保険法（大正十一年法律第七十号）

（不正利得の徴収等）

第五十八条偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その
者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第六十三条第三項第一号

一 に規定する保険医療機関において診療に従事する第六十四条に規定する保険医若しくは第八十
八条第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、

その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に
対し､保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
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3保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第八十八
条第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する

費用の支払又は第八十五条第五項（第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用
する場合を含む。 ） 、第八十八条第六項（第百十一条第三項において準用する場合を含む。 ）

若しくは第百十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬

局又は指定訪問看謹事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額

に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
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附則第5条関係（不正利得の徴収に係る加算率の設定について）

今回の支援措置においては、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。 ）

が支給する学資支給金の額が大幅に増額されるところ、十分な不正対策を講じる観点から、

不正利得の徴収に際し、機構が「百分の四十を乗じて得た額以下」の加算金を徴収できる

旨の規定を整備することとしている。

この点、不正利得の徴収に関し自治体等が一定の率以下の加算金を徴収することができ

る旨の規定を置く他の制度においては、加算金の具体的な適用（加算金を具体的にどのよ

うな場合にどの程度付すか等）については、以下のような取扱いとなっている。

①介誰保険法（平成九年法律第百二十三号）の例

・市町村は、 「厚生労働大臣の定める基準により、不正に給付を受けた者から当該偽り

その他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴

収することができる。 」とされている。 （同法第22条第1項）

・上記の「厚生労働大臣の定める基準」では、原則は「百分の百に相当する額以下で市

町村長が定める額」としつつ、不正行為が特に悪質であると市長村長が認める場合に
は「百分の二百に相当する額以下で市町村長が定める額」を徴収することとしている。

②生活保謹法（昭和二十五年法律第百四十四号）の例

・都道府県又は市町村の長は、保護費や就労自立給付金費・進学準備給付金費の不正受

給者等に対し、その費用の額の全部又は一部を徴収するほか、 「その徴収する額に百

分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 」とされている。 （同

法第78条第1項及び第3項）※同条第2項において医療機関等の不正受給についても同

様に規定。
・法律上徴収できる加算金の取扱いについては、特段国（厚生労働省）において運用の

基準等を示してはおらず、都道府県・市町村等に委ねられている。 （例えば、沖縄県

那覇市では、加算措置取扱要領において、 100分のIO～40までの率のうち、過去に不

正受給の事実があるか否か等の事由の数に応じて、悪質性が特に高い場合ほど高い率

としている。 ）

上記のとおり、制度によって加算金の具体的な適用に関する国の関与の度合いは異なっ

ているが、今回の学資支給金の場合には、個別具体の事案における対応において平等な取

扱いとするため、百分の四十を乗じて得た額以下の範囲内でどのような場合にどのような

加算率を適用するのかについては、予め一定の基準を定めておくことが適切である。

その基準については、以下を踏まえ、機構が業務方法書において規定することを検討し

ている。

・上記制度と異なり、加算金を課す主体が機構のみであり、必ずしも全国的基準を国

が策定しなくてはならないものではないこと。

・機構の業務方法書は文部科学大臣認可であり、機構の業務実施の基本的な指針とな

るものであるところ、業務方法書において一定の基準を規定すれば、機構により基

準に則った運用が行われることとなること。

・機構は奨学金支給や不正利得の徴収等に係る豊富な知見やノウハウを有しており、
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機構が主体となって基準を策定することにより、実態に即した適切な基準の策定が

可能となること。

＜参考＞

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

（不正利得の徴収等）

第二十二条偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、

その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその

他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者

介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービ

ス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給

又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であ

るときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不

正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収すること

ができる。

2．3 （略）

○生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）

第七十八条不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた

者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又

は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下

の金額を徴収することができる。

2偽りその他不正の行為によって医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用

の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関が

あるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返

還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術

機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額

を徴収することができる。

3偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、

又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は進学準備給付金費を

支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収

するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することがで

きる。

l8

＞



附則第6条第2項関係（学資支給基金に係る経過措置について）

新制度に基づく給付が開始される2020年度以降は、現行の給付型奨学金について新規の

募集は行わないが、既に支給契約を行った者に対しては支給を行うこととしている。

この現行の給付型奨学金は、引き続き学資支給基金から支出することとなっており、こ

のため新法において学資支給基金を廃止することとした後も一定期間存続させる経過措置

（※1）を置くこととしている。その規定ぶりについては、 「支給に係る業務及びそれに

附帯する業務が終了する日」とすることも検討したが、以下の観点から、単に「旧学資支

給金の支給が終了する日までの間」と規定することとしたい。

「支給に係る業務や附帯する業務が終了する日まで存続する」との規定ぶりとした

場合、不正受給分や学業成績が著しく不良となった場合の返還等の業務（※2）の

終了まで含まれることになる。この場合、学資支給基金を相当長期にわたり返還金

等の受け入れのためだけに存続させる必要が生じうるが、公金を有効活用する観点

からは、可及的速やかに国庫に返納することが適切である（当該対応方針について、

総務省と調整済） 。

学資支給が終わった後に生じる事務としては、返還に関する事務の他は、最終事業

年度の財務諸表等の作成、その文部科学大臣への提出、残余の額の国庫返納等の学

資支給基金廃止に伴う残務処理があるが、かかる事務は機構法第13条の機構の業務

の一環として行うことができると解されるところ、そのために学資支給基金自体を

存続させる必要はなく、学資支給基金としては支給終了まで存続していれば足りる。

(なお、学資の支給が終了し、学資支給基金が廃止された後は、返還金は一般勘定で

受け入れた後に国庫に返納することとなる（総務省と調整済） 。 ）

●

●

※1 経過措置の期間としては、最長で、 2019年度に支給を開始した6年制の学部生に

対する、その在学期限である12年間が想定される。 （休学は最長2年可能であるが、

累積で2年ではないため、 2年未満の休学を繰り返した場合、大学における在学期限

が最長となる。 ）

※2返還に係る業務については、奨学金の返還が困難な者について、例えば、破産等

により債権の償却が可能になるのを待つ必要があるなど、相当長期にわたる対応が必

要となり得る。

19



附則第6条第3項及び第7条関係（罰則規定と「なお効力を有する」規定について）

過去5年間（平成26年から平成30年）を対象に、 「なおその効力を有することとされる

場合」及び「罰則の適用については、なお従前の例による。 」を条件として、検索した結

果、 6件該当があった。

このうち、罰則規定を削除（罰則規定を含む法律を廃止した場合、又は、罰則規定の適

用を受ける対象を定める規定を削除したことに伴い、当該罰則規定そのものを削除したり、

罰則規定から当該対象を削除している場合をいう。 ）している点で、本法律案と類似の構

造を有するものとして、以下の3件があり、そのうち、罰則規定を、 「なおその効力を有

する。 」とする規定において、効力を持たせる条文に含めて規定している例が2件、含め

て規定していない例が1件あった。

このように、罰則規定を「なおその効力を有する」ものとする規定に含めている例の方

が含めていない例より多いことや、そのうち漁業法等の一部を改正する等の法律は、 この

3件の中で最も直近（平成30年12月14日公布）の例であることも踏まえ、本法律案におい

ても、罰則規定を「なおその効力を有する」ものとする規定に含めることとする。

なお、 「なおその効力を有する」ものとする規定について、当該規定が「なお効力を有

する」期間を明確にするため、 「事項の規定により国庫に納付するまで（残余がない場合

にあっては、前項の支給が支給する日まで）の間は、 」と規定する。

＜罰則規定を「なおその効力を有する」ものとする規定に含めている例＞

○漁業法等の一部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号）

附則

（海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止に伴う経過措置）

第二十八条この法律の施行の際現に第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及

び管理に関する法律第二条第五項に規定する特定海洋生物資源又は同法第五条第一項に

規定する第一種指定海洋生物資源若しくは同項に規定する第二種指定海洋生物資源とし

て定められている海洋生物資源については、施行日から起算して一年を経過する日 （当

該日までに当該海洋生物資源が新漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源

として定められた場合にあっては、当該特定水産資源に係る同号に規定する管理年度の

開始の日の前日）までの間は、第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管

理に関する法律（第十三条から第十五条までを除く。 ）の規定ばなおその効力を有す

る。
－

（罰則に関する経過措置）

第三十条この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場

20



合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。

※本一部改正法においては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を内容と

する法改正を行っているところ、上記附則第28条により、経過措置として、一定の期間、

廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成8年法律第77号）の規定を、一

部の規定を除き、なお効力を有するものとしており、同法における罰則規定についても、

当該なお効力を有するものとする規定に含まれている。

【廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律における罰則規定の例】

（罰則）

第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一～三 （略）

第二十三条～第二十五条 （略）

○農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第六十三号）

附則

（存続中央会に係る旧農協法の効力）

第十条前条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会（以下「存続中

央会」という。 ）については、旧農協法（第七十三条の十七、第七十三条の二十一、第

七十三条の三十四第三項及び第五項、第七十三条の四十二、第三章第五節並びに第七十

三条の四十八第二項を除く。 ）の規定は、存続中央会が解散した場合又は附則第二十七

条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の

時、附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織

変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

（罰則に関する経過措置）

第百十四条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。
－

※本一部改正法においては、農業協同組合中央会（以下「中央会」という。 ） .を廃止す

ることを内容とする法改正を行っているところ、上記附則第IO条により、経過措置とし

て、一定の期間、中央会に係る旧農協法の規定を、一部の規定を除き、なお効力を有す

るものとしている。

中央会を含めその対象としていた罰則規定については、本一部改正法により、罰則の

対象から中央会を削る改正をした上で、改正前の罰則規定を「なお効力を有する」もの

としている。

21



【旧農協法における農業協同組合中央会に係る罰則】

第百一条次の場合には、組合若しくは農事組合法人若しくは中央会の役員若しくは
清算人又は特定信用事業代理業者（特定信用事業代理業者が法人であるときは、そ

の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監

事、代表者、業務を執行する社員又は清算人）は、五十万円以下の過料に処する。

ただし、その行為について刑を科すべきときは、 この限りでない。

一～二十 （略）

②．③ （略）

第百一条の三中央会の役員又は職員が第七十三条の二十二第一項第二号の事業に

係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又は窃用したときは、五十

万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなった後において、当該

違反行為をした場合においても、同様とする。

＜罰則規定を「なおその効力を有する」ものとする規定に含めてない例＞

○産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十六号）

附則

（旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する

経過措置）

第八条この法律の施行の際現に行われている旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関

の行う同項に規定する事業再編促進業務については、 同条から旧産競法第四十九条まで

及び第百三-'一八条の規定は、 この法律の施行後も、なおその効力を有する。

（罰則に関する経過措置）

第十六条この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この

条において同じ。 ）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律

の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

※本一部改正法においては、 「設備導入促進法人」という仕組みを削ることを内容と

する法改正を行っており、上記の附則第8条において、 「なおその効力を有する」こ

ととされている第138条第2項は、設備導入促進法人に対する報告徴収の規定である。

同項違反について罰則を定める第151条については、本一部改正法により削除されて

いるところ、附則第8条における「なおその効力を有する」こととされている規定に

は、第151条は定められていない。

【本一部改正法により削除されている第138条第2項及び第l51条】

（指定金融機関等に対する報告の徴収等）

第百三十八条 （略）

2経済産業大臣は、 この法律を施行するため必要があると認めるときは、設備導

入促進法人から設備導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、設備導入

促進法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
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る。

3～5 （略）

第百五十一条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした設備導

入促進法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

二 （略）

三第百三十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

ノ
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附則第12条関係（事業団による減免資金の交付先を「学校法人」と規定することについ

て）

1．本法律案第10条第1号は、国が減免費用を支弁する大学等の範囲を、

①国私立の大学及び高等専門学校

②国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校

と規定している。

上記①のうち私立の大学及び高等専門学校（以下「私立大学・高専」という。 ）の設

置者となりうるのは、学校法人のほか、学校設置会社（構造改革特別区域法（平成14年

法律第l89号）第l2条第2項）がある。

2．今回、事業団の業務として資金の交付を行う範囲としては、学校法人が設置する私立

大学・高専に係る減免費用としているため、本法律案附則第12条による改正後の事業団

法第23条第4項においては、減免資金の交付先に「学校法人」と規定している。

なお、学校設置会社が設置する私立の大学・高専（現在存在するのは大学が3校）に

係る減免費用は国が直接支弁する。

＜参考＞

○構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）

（学校教育法の特例）

第十二条地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生か

した教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対

応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。 ）

が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を

受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法（昭和二十

四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人（以下「学校法人」という。 ） 」と

あるのは「、私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人

（以下「学校法人」という。 ）及び構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）

第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同

項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社（次項、第四条第一項第三号、第九

十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。 ） 」と、同条第二項中「学校

法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道

府県知事」とあるのは「都道府県知事（学校設置会社の設置するものにあっては、構造

改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、

第四十四条（第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条に

おいて準用する場合を含む。 ）及び第五十四条第三項（第七十条第一項において準用す

る場合を含む。 ）において同じ。 ） 」と、同法第九十五条（同法第百二十三条において

準用する場合を含む。 ）中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければな

らない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場
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合（設置の認可を行う場合を除く。 ）及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条

第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」

とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

2前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができ

る株式会社（以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設

置会社」という。 ）は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を

生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情

に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していな

ければならない。

一～三 （略）

(略）3～13
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犀厩犀~感乙E弓示ぞ －－－－~一言一コ
第15条は、取消し事由と公表規定の準用を定め、見出しを「確認の取消し等jと規定

しているところ、届出事由と公表規定の準用を定めている第9条においては、 「・ ・ ・届

出」と規定し、 「等」を付していない。第15条においては、 これまで、公表規定の準用

に加え、欠格事由も規定していたことから、見出しにおいても「等」を付していたが、今

回の修正により、同条からは、欠格事由は削除され、公表規定の準用のみとなり、第9条

と同じ状況となったため、第15条の見出しからも「等」を削ることとする。
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、

第15条第1項第1号関係（ 「確認要件を満たさなくなったとき」について）

原案では、確認要件を満たさなくなった場合を届出事項として規定する第9条第1項第

1号においては、 「確認要件に適合しなくなったとき」と表現し、確認要件を満たさなく

なった場合を取消し事由として規定する第l5条第1項第1においては、 「確認要件を欠

くに至ったと認めるとき」と表現していた。

今回の修正では、確認要件を規定する第7条第2項柱書において、確認要件に続く表現

ぶりとして「満たしている」と規定したことに伴い、届出事項と取消し事由においても、

表現を統一し、いずれも「確認要件を満たさなくなったとき」と規定することとする。

くに至ったと認めるとき」

今回の修正では、確認身

ぶりとして「満たしてい；

表現を統
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附則第9条及び第11条関係（地方財政法の一部改正における追加する号の規定ぶり及び

地方税法の一部改正に伴う経過措置追加について）

内閣法制局第三部における審査を踏まえ、附則第9条（地方財政法の一部改正）及び附

則第11条（地方税法の一部改正に伴う経過措置）の条文を修正・追加している。

（附則第9条について）

地方財政法第10条に新設する同条第35号について、対象の専門学校の範囲が当該規定

の文言からより明確になるように修正を行った。

※旧条文案

「三十五確認大学等に係る授業料等減免に要する経費（私立の専門学校に係るもの

に限る。 ） 」

↓

今回の修正案

「三十五都道府県知事の確認を受けた専門学校（地方公共団体又は地方独立行政法

人が設置するものを除く。 ）に係る授業料等減免に要する経費」

（附則第ll条について）

日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正により、 日本私立学校振興・共済事業団の

業務に新たな交付業務（※）が追加される（現行の事業団法第23条第4項が第5項とな

り、新たに第4項を追加）ことに伴い、当該業務の用に供する固定資産についても非課税

措置を講ずるべく、地方税法の規定の整備を行うこととしているが（附則第10条） 、 こ

れに併せ、非課税措置の対象を適切に規定するための経過措置も整備することとした。

（当該年の1年間について課税対象となるか否かが決まる賦課期日である平成32年1月

1日時点では、新業務に係る資産は存在せず、非課税措置の対象資産は当然存在しないた

め、対象資産が生じうる平成33年1月1日を賦課期日とする年度分から非課税措置を適

用させることを規定する。 ）

※私立である大学及び高等専門学校における授業料の減免費用に充てるための資金について、国か

ら交付された資金を財源として交付する業務
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【
附
則
第
十
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
七
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定
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補
助
金
等
に
係
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予
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行
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項
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二
十
一
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第
二
十
一
条
の
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二
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四
条
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え
】

○
補
助
金
等
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係
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予
算
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す
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律
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十
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法
律
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十
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号
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抄
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情
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更
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よ
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決
定
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十
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付
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よ
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よ
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又
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す
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。
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す
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。
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る
必
要
城
な
く
な
っ
た
場
合
そ
の
他
攻
令
で
定
め
る
特
に
必
要
な
場
合
に
限

（
決
定
の
即
槌
）’

第
十
七
条
日
本
私
立

る
◎

沃
定
の
取
梢
）

七
条
各
省
各
宇
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
、
補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

‘一 ワ ー．

読
替
後

読
替
前



、

（
加
算
金
及
び
延
滞
金
）

第
十
九
条
補
助
事
業
者
等
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の

法
律
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
関
し
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
命
令
に
係
る
補
助
金
等
の
受
領
の
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
補
助
金
等
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
既
納
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九

第
十
八
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の

決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
補
助
事
業
等
の
当
該
取
消
に
係
る
部
分
に
関

し
、
す
で
に
補
助
金
等
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還

を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
、
補
助
事
業
者
等
に
交
付
す
べ

き
補
助
金
等
の
額
を
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
額
を
こ
え
る
補
助
金

等
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
（
略
）

交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
（
略
）

立
学
校
法
第
四
条
に
規
定
す
る
所
轄
庁
の
処
分

補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し
て
補
助
金
等ｌ

の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
附
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
く
私

（
補
助
金
等
の
返
還
）

に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助
金
等
の

第
十
八
条
各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お

い
て
、
補
助
事
業
等
の
当
該
取
消
に
係
る
部
分
に
関
し
、
す
で
に
補
助
金
等
が
交
付

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
算
金
及
び
延
滞
金
）

第
十
九
条
補
助
事
業
者
等
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の

法
律
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
関
し
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
命
令
に
係
る
補
助
金
等
の
受
領
の
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
補
助
金
等
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
既
納
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九

３
（
略
）

２
各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
に
交
付
す
べ
き
補
助
金
等
の
額
を
確
定
し
た

場
合
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
額
を
こ
え
る
補
助
金
等
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
に
附
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
く
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
違
反
し

た
と
き
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。

２
～
４
（
略
）

用
を
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し
て
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ

（
補
助
金
等
の
返
還
）
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◆

第
二
十
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
補

助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
当
該
補
助
金
等
、
加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
は

一
部
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
同
種
の
事
務
又
は
事
業

に
つ
い
て
交
付
す
べ
き
補
助
金
等
が
あ
る
と
き
は
、
相
当
の
限
度
に
お
い
て
そ
の
交

付
を
一
時
停
止
し
、
又
は
当
該
補
助
金
等
と
未
納
付
額
と
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き

第
二
十
一
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
が
返
還
を
命
じ
た
補
助

金
等
又
は
こ
れ
に
係
る
加
算
金
若
し
く
は
延
滞
金
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ

り
、
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
加
算
金
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納

付
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納

付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

る
。 （

他
の
補
助
金
等
の
一
時
停
止
等
）

（
徴
収
）

〃

第
二
十
条
各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、

当
該
補
助
金
等
、
加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
同
種
の
事
務
又
は
事
業
に
つ
い
て
交
付
す
べ
き
補
助
金

等
が
あ
る
と
き
は
、
相
当
の
限
度
に
お
い
て
そ
の
交
付
を
一
時
停
止
し
、
又
は
当
該

補
助
金
等
と
未
納
付
額
と
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
徴
収
）

第
二
十
一
条
割
割
劉
刷
刎
倒
が
返
還
を
命
じ
た
補
助
金
等
又
は
こ
れ
に
係
る
加
算
金

若
し
く
は
延
滞
金
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納

付
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納

付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、

認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
加
算
金
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
補
助
金
等
の
一
時
停
止
等
）

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と

加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
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~

窟

第
二
十
一
条
の
二
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
は
、
補
助
金
等
の

交
付
の
決
定
の
取
消
し
、
補
助
事
業
等
の
遂
行
若
し
く
は
一
時
停
止
の
命
令
又
は
補

助
事
業
等
の
是
正
の
た
め
の
措
置
の
命
令
を
す
る
と
き
は
、
当
該
補
助
事
業
者
等
に

対
し
て
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
二
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

の
理
事
長
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
人
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
（
略
）

（
理
由
の
提
示
）

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
二
十
一
条
の
二
各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
、
補
助

事
業
等
の
遂
行
若
し
く
は
一
時
停
止
の
命
令
又
は
補
助
事
業
等
の
是
正
の
た
め
の
措

置
の
命
令
を
す
る
と
き
は
、
当
該
補
助
事
業
者
等
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
二
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
つ
い
て

は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

２
（
略
）

（
理
由
の
提
示
）

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

－5－



大学等における修学の支援に関する法律案（仮称）
（説明要旨）

この法律案は、我が国における急速な少子化の進行及び

大学等における修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策

を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の

者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊か

な人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質
の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負
担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措
置を講ずるものであります。

（法律案の概要）

1．規定の内容

(l)大学等における修学の支援

大学等における修学の支援は、①の学資支給と②授業料等減免とする。

①学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法（以下「機構法」という。 ）

第17条の2の学資支給金の支給とする。

②授業料等減免は、以下の通りとする。

ア．大学等（大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同

じ。 ）の設置者は、大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し

、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する

ために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであるこ

と等の要件を満たしていることの確認を求めることができる。

イ． ア．の確認を受けた大学等の設置者は、当該大学等に在学する学生等のう

ち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済

的理由により極めて修学に困難があるものを授業料等減免対象者として認定

し、その者に対して授業料及び入学金の減免を行うものとする。

ウ．授業料等減免に要する費用は、大学等の種類に応じ、国又は地方公共団体

が負担する。

③財源

①及び②に関して国の負担する費用は消費税の税収増を活用して確保するも
のとする。

（2）附則改正における関係法律の整備

(1)に伴い、機構法における学資支給基金に関する規定の削除及び学資支給金に係

る不正利得の徴収の際の加算金規定の整備等、関係法律の規定の整備を行う。

2．施行期日

平成32年4月1日 （準備行為については公布の日）から施行予定。


